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1.背景と目的 
　わが国の河川流域においては近年，近代的土木事業に
よる治水整備が進められる一方，局所的豪雨による水災
害が多発する状況にある．平成27年の関東・東北豪雨で
は，栃木県で24時間雨量551mmを記録，茨城県鬼怒川
が決壊する等全国各地で甚大な被害が発生した．平成30
年の西日本豪雨では，広域的かつ同時多発的に河川氾濫，
崖崩れ等が発生し，それぞれ90万を超える世帯に対して
避難指示・避難勧告が発令され，断水が多数の住宅で起
きるなど，ライフラインにも甚大な被害を及ぼし，避難
勧告などを発令するタイミングおよび区域の事前設定や，
既存のハザードマップの在り方が問題となった． 
　これら災害を機に「想定し得る最大規模の降雨・高潮
に対応したハザードマップ作成の義務化」に関して水防
法が改正された．氾濫区域に多数の住民が取り残され，
ハザードマップに記載されている情報だけでは住民の避
難行動に繋がらなかったことからハザードマップをより
効果的にすることや，「水害は施設整備により発生を防
止するもの」から「施設の防災能力には限度があり，そ
の限度を超える被害は必ず発生するもの」と，防災に対
する意識そのものの改革も必要となっている．
　そこで本研究では，伝統的な治水システムである霞堤
(不連続堤防)が現在でも残され，遊水池としている区域
を対象に，区域内の治水整備や水害の住宅地への影響と
対策・地形と住宅立地の関係等を捉えることで，水害や
その対策が地域の空間に与える影響，地域環境に対する
住民たちの適応について明らかにすることを目的とする．

2.調査方法 
　豊川流域における住宅の立地状況を文献や既往資料か
ら収集整理を行った.次いで，豊川流域の氾濫区域に属す
る自治体の防災会長や自治会長に対してヒアリング調査
を行い，浸水・洪水の被害状況や対策 ，意識について確
認した.分布調査は，下条地区の氾濫区域を対象として，
現地で敷地および母屋の現況と盛り土の有無について行っ
た.また ，ヒアリングを行った自治体の防災会長や自治
会長のご自宅の実測調査を行うと共に，家人に対して災
害経験について・住宅の建設時期・盛り土をすることへ
の意識の有無についてヒアリング調査を改めて行った.調
査結果については，下条地区の各自治会長の方々に対し
て報告及び意見交換会を行なった． 

3.結果と考察 
　調査から明らかとなった，豊川の霞堤遊水池における
住宅の立地と地域環境への適応について以下にまとめる. 
(1)下条地区における住宅地の立地状況 
　下条地区における住宅地は，微高地である北部に位置
し，洪水浸水想定においても3mを超える浸水深が想定さ
れるエリアで構成されている．差し口にあたる地域にも

集落があり，それらの中には敷地の1m以上の盛り土に
よって浸水への対策を行なっている物件，比較的新規で
あり浸水への対策を行なっていないと思われる物件が確
認された． 
　下条霞は北部を堤防，東部を段丘によって遊水池とし
て機能しており，住宅地と農地で高低差があることから，
浸水のリスクと共存しながら生活していると考えられる
立地となっている． 
(2)下条地区における住宅母屋と敷地の状況 
　下条地区において，住宅が集中している地区北部では，
盛り土の分布はまばらではあるものの，敷地での盛り土
がなされている住宅が多くを占めている．特に下条西町
字杉本では集落のほとんどの住宅が敷地を40cm以上道
路から高くとっている．字杉本の集落は，住宅が立地す
る場所よりも低い農地に囲まれており，集落全体で敷地
を高くとり浸水や洪水から敷地・母屋を回避させている
こともこれに起因する． 
(3)下条地区における年代別の住宅立地状況 
　昭和36年時点であった住宅母屋の分類割合と，最新の
地図から見た住宅母屋の分類割合の比較では，新規でな
い住宅は盛り土を比較的大きくとっている分類の割合が
新規の住宅の割合と比較して大きく，敷地をあげている
分類を合わせた割合も前者は60％を超えた．敷地をあげ
ていない分類は新規の住宅の割合の方が高い結果となっ
ている．豊川放水路が完成する昭和40年以前からある住
宅母屋については，敷地全体をあげている割合が高いが，
新規の住宅母屋はその割合を下回っており，敷地をほと
んどあげていない物件が比較してやや多い．新規に建て
られた住宅では，区画ごと対策されている住宅地がある
一方で，差し口付近に立地しているにも関わらず一切対
策をしていない物件が存在する． 

4.総括 
　本研究は霞堤が現存し遊水池としての機能を持ったま
ま現在にいたる地域を対象として，住宅の立地特性，立
地状況を調査によって明らかにした．また，行政と住民
に行なったヒアリングからは，前者のある種の縦割り型
的分担によって住民に対して十分な避難計画の提示や対
策が周知されていない一面がみられた．住民側は，かつ
てから浸水にあってきた土地特性，昔から霞堤・遊水池
に住んでいること，農地を所有しており簡単に転居など
が行えない住民もいることなどから，「浸水被害にあう
前提に住んでいる」という諦観ともとれるような，環境
特性を受け入れた意識のもと生活を行なっていることが
明らかとなった． 
　日本全体で問題となっている高齢化・単身世帯の増加
という社会変化が齎す，自然災害発生時の避難行動への
課題は明白であり，自助・公助の限界からも，住民一人
一人が地域ごとの特性を理解し，対策を行う必要がある．
地域特性の理解と継承のためにも，新規住民と既存住民
のコミュニケーションも重要となってくる． 
　本研究はあくまで下条地区を対象としたものであるが，
豊川流域には下条以外にも締め切っているもの・現存し
ているものと合わせて他７箇所の（旧）霞堤地区がある．
特に下条地区の反対側に位置する大村霞は，国道と県道
が通っており，それらに沿って盛んに開発が行われてい
る．用途地域も下条地区は市街化調整区域に属している
が，大村霞は一部準工業地域に属している状態である．
そういった違いのある地域での調査や，本研究での調査
との比較も行う必要がある．
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1. 研究の背景・目的 
現在、日本では少子高齢化に伴い 2008 年以降人口が減少傾

向にある。それに対して住宅総数は年々増加している。人口減
少に反比例して住宅が増加しているため、住宅が過剰供給とな
っており、空家が増加している。管理不適切な空家は周辺環境
に悪影影響を与える。課題に対して、国の対策とし、2015 年
2 月に『空家等対策の推進に関する特別措置法』(以下、空家
特措法とする)が施行された。同法が実施されたことにより、
空家等の所有者等に関する情報の利用や、市が空家に対して立
ち入り調査や助言・指導等行えるようになった。このことか
ら、空家の解消の動向に変化があると考えられる。 
本研究の対象である豊橋市では、空家特措法の制定を受け、

2015 年に空家の実態調査を行った。加えて 2016 年に「空家等
対策計画」の策定及び運用。さらに 2018 年には『豊橋市空家
等の適切な管理及び活用に関する条例』が制定された。 
豊橋市を対象とした空家に関する既往研究をみると、高度経

済成長期の市街地拡大の経過と今日の空家との関係を示した研
究や、同市が 2015 年に実施した空家調査のデータを使用し
て、空家の分布構造を分析した研究はあるが、空家特措法施行
後の空家等の発生状況及び解消状況に関する研究は存在しな
い。その他に運用実態後の研究もあるが、豊橋市の指導状況を
踏まえた分析・指導の課題提示を行った研究はない。 
そこで本研究は、「空家の発生実態特性から解消に向けた課

題の提示を行う」ことを目的とする。 
 
2. 研究方法と空家の分類の定義 
本研究では、豊橋市役所建築物安全推進課から提供を受けた

「空家等データベース」を用いた。「空家等データベース」は
①全空家データ、②特定空家候補一覧、③迷惑空家その他一
覧、④改善状況の 4 種類データがある。①は豊橋市が把握して
いる空家全 1827 件分の情報があり、②・③には豊橋市が注視
している 182 件の情報、④は空家が改善された状況等が記載
されている。本研究では、②及び③のデータを用いて分析を行
う。なお、この「空家等データベース」提供を受けた 2020 年
6 月 11 日時点のデータに基づいて分析を行った。 
 空家等の立地的な実態等を把握するため、国土数値情報や基
盤地図情報などのオープンデータを活用し、QGIS（GIS のオ
ープンソースソフトウェア）上で、豊橋市の「空家等データベ
ース」と組み合わせて分析をする。その後、立地的特性、建物
属性、指導状況を踏まえた分析及び考察を行う。 
空家特措法より、空家を「空家等」と「特定空家等」に区分

される。また、豊橋市の空家等データベースにおいては、表１
にあるように、空家分類を大きく分けて「迷惑空家」と「迷惑
空家以外」に分類される。「迷惑空家」には「特定空家」「特定
空家候補」「その他」に分類され、「迷惑空家以外」は「その
他」「空家でなくなった」に分類される。 
本研究では、表 2 にあるように、特に周辺環境に影響を与え

ていると考えられる「特定空家候補一覧」及び「その他迷惑空
家候補一覧」に記載されている計 182 件を対象に分析を行
う。 
 
3. 豊橋市における空家実態 
 豊橋市空家状況は表 3 に示す。豊橋市全体の空家件数は
1827 件あり、分類ごとの空家の推移は迷惑空家の特定空家候
補、その他、迷惑空家以外のその他は減少し、迷惑空家以外の
空家でなくなったは増加していることから、全体として減少傾
向にあることが分かる。 
 図 1 及び表 4 より、豊橋市の空家の地理的特性を観ると、空
家は市街化区域内に多く分布していることが分かる。市街化区
域には不明状態を除く 147 件中 115 件(78.2％)の空家が分布し
ている。特に、61 件(41.5％)が B 区域(1970 年 DID)に分布し
ていることが分かる。このことから、空家の多くは市街化区域
の中でも特に B 区域に集中していることが分かる。また、年
代別で観ると、特に 1946～1981 年に 101 件(68.7％)と最も多
く分布している。このことから、空家の多くは旧耐震基準の古
い建物であり、高度経済成長期長期に住宅需要が急激に増加し
たため、1946～1981 年にかけて約 70％もの空家が分布してい
ると考えられる。 
 建物属性を項目ごと観ていくと、表 5 より建築面積に関して
は、解消済みでは 100ｍ²以下の割合が約 90％ある一方、解消
未だでは 100ｍ²以下だと約 70％しかない。これらより、建築
面積は比較的規模の小さい 100ｍ²以下だと解決に至りやすい
と考えられる。 
 指導状況を観ていくと、表 5 より解消済みは半年以内に
50％程ある一方で、解消未だに関しては半年以内では 30％と
低い結果となった。また、解消未だでは 1 年及び 2 年までの期

間にはそれぞれ 20％、30％近く、計 50％近くもある。このこ
とから、空家解消においては期間が短いと解消に至りやすいと
考えられる。 
 豊橋市の空家の発生要因の予測を行うために、重回帰分析を
試みた。重回帰分析を行うにあたっての方法は、豊橋市域の全
域を 500ｍメッシュに分割し、各メッシュにおける、全空家
(1827 件)及び迷惑空家(182 件)の分布状況を目的変数とした。
説明変数は各メッシュにおける、①年少率、②高齢化率、③建
物総数、④旧耐震割合、⑤豊橋駅から各メッシュの重心までの
距離の 5 つを設定した。その結果を表 6 及び表 7、表 8、表 9 に
示す。 
全空家(1827 件)については、表 6，表 7 より、建物総数と高

齢化率の標準偏回帰係数の値が高く、説明変数として有効であ
ることが分かった。重相関係数は 0.7916 であり、有効な結果と
してとらえられる。要するに、空家の発生数・発生頻度をメッ
シュごとにみるとほとんどの事象は、各メッシュの建物総数で
説明されることが分かった。それに加えて、高齢化率が全空家
の場合は、若干の説明能力があるだけの結果となり、駅からの
距離や、旧耐震割合は空家の発生数を説明するのに足らないこ
とが分かった。 
また、他方で、目的変数を迷惑空家(182 件)に絞った条件で

は、説明変数は建物総数だけが有効な結果となった。 
4. 豊橋市の空家事例 
 その他迷惑空家候補一覧に記載されている 158 件の空家の
内、所有者不明の空家は 5 件であり、そのうち解決した空家は
2 件のみである。解決した空家である 1 件は、該当項目が建築
物で台風により壁面が落下した状態であった。固定資産税情報
をもと所有者が判明した。連絡、対応も取れない状態であった
が、不動産が仲介し、解体除去に至った。つまり、台風による
壁面落下が起点となり、緊急性が考慮され、優先的に解決に至
った事例と考えられる。 
 現時点での解消していない事例としては、指導回数が多く(7
～９回)表５に示すように指導期間が長い(３年以上)に該当す
る空家は、その他迷惑空家候補一覧に記載されている 158 件
の空家の内、５件である。この内、最も両指標に当てはまるの
が、約３年 10 ヶ月の指導と指導回数が最も多い 9 回に及んだ
空家事例である。この迷惑空家の該当項目は草木で繁茂状態で
ある。所有者は判明しているものの、連絡は不確かな状況で、
対応(草木の伐採)も不十分な状況で推移してきた。指導開始当
初から連絡が取れ、一定の対応が行われていた経緯もあるが、
他方で、連絡が取れず対応も滞りがちな状況に陥るのを繰り返
してきた。このような状況に陥る理由としては、該当項目が草
木の繁茂であるため、一度対応が行われても、草木が伸びた場
合にまた問題になるからである。以上のように所有者が判明し
ていても連絡が確実に取れない場合かつ、該当項目が草木の場
合は解消に至りづらいことが分かる。 
 表 10、表 11 は 4.2 述べたものと同様に、指導期間が長期間
にわたる(3 年以上)に条件を絞ったうちの草木と建築物に該当
するそれぞれの各項目について記載した表である。 
 まず、指導期間が 3 年以上となる迷惑空家は、182 件の内
64 件であった。その内、表 10、表 11 より、草木に該当する
ものが 45 件で 70.3％、建築物に該当するのが 35 件で 54.7％
となった。(※それぞれ該当項目が重複するために建築物と草
木を合計した値は 64 にならない)以上の結果より、4.2 で述べ
たように指導期間が長期間にわたるものは、該当項目が草木で
あることが多いとわかる。 
豊橋市では唯一、特定空家に認定された事例がある。2019

年 4 月の火災により建築物の家屋が焼け、一部家屋が焼け残っ
た状態にあった。所有者は判明していたものの、火災で死亡し
たために対応を行われていない事例である。また、相続人も判
明しているものの、相続放棄されている。特定空家に認定され
ると、管理不全の状態が解消に至らない場合に、助言、指導、
命令、勧告、代執行の順で進めざる負なくなり、最終的には除
去費用のリスクを市が負いながら進めることになる。よって、
行政からみると特定空家に容易に認定しづらい現状がある。し
かし、本件では 2019 年の火災で家屋焼失かつ、その後の放置
という状態を受け、この状況の放任は危険であるとの判断から
特定空家の認定に至った。 

 
まとめ・課題 

 本研究では、空家の発生状況、区分ごとの立地状況、年代や
建築面積といった建物属性からの空家の内訳、空家解消に向け
た豊橋市の取り組みの実態を明らかにした。 
以上通じてみえた課題は、豊橋市の場合、特定空家にいたら

ずとも迷惑空家として管理されている空家は、特定空家候補と
合わせても 123 件であり、他都市との事例と比較しても人口
の割には少ないほうである。しかし、豊橋市では空家対策にお
いて専任の『建築物安全推進課』を設置して対応にあたってい
るにもかかわらず、迷惑空家が解消する件数は非常に少ない。
また、解消に至るには非常に複雑な個々の要件に依存してお
り、指導回数や指導期間も長引く実態がある。その結果、最悪
のリスクを回避するために最も危険な空家を除去する観点が優
先され、根本的な解決には至っていないことが分かる。 

豊橋市の空家等対策計画の運用実態と課題に関する研究

豊橋技術科学大学　建築都市システム学過程　学部4年

都市計画研究室　井上佑樹
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コロナ対策時における移動販売の役割 

愛知大学 地域政策学部 地域政策学科 

公共政策コース 4 年 戸田ゼミナール 本田伊万里 

1.はじめに 

1-1 研究の背景と目的 

 近年、フードデザート問題、ビジネスの観点での有効

性から、移動販売は急速な広まりを見せている。本研究

は、豊橋市の販売車を対象に、コロナ対策時における移

動販売車の実態を把握し、今後の非常事態下での移動販

売の役割を検討することを目的とする。 

1-2 研究の方法 

①移動販売車アンケート調査：対象「豊橋市及び愛知県

に登録されている移動販売車（営業所在地が豊橋市）」、

配布数 62、回収数 18。 

②軽トラ市出店車アンケート調査(三遠南信地域連携研

究センター実施)：対象「しんしろ軽トラ市出店車」、配

布数 335、回収数 136。 

2.既往研究を用いた移動販売の位置づけ 

 移動販売とは特定の店舗（固定店舗）を持たない販売

形態であり、自動車などで商品を運び、常設の店舗以外

で販売を行い、種類は多種多様である。大きく分けると

日常型と非日常型が存在する。日常型とは、販売車であ

る。移動スーパー等、移動先において商品の販売又は展

示を行う車種である。非日常型とは、加工車である。キ

ッチンカー、フードトラック等、食料品の原料や素材の

加工作業を行う車種である。全国、愛知県ともに、非日

常型は増加傾向、日常型は減少傾向にある。 

3.非常時における移動販売の実態 

コロナ禍で移動販売に対する取り組みは数多く行われ

ている。豊橋市では、感染症対策の上、ドライブスルー

方式、飲食スペース無しのイベントが開催されている。 

4.豊橋移動販売車の実態調査結果 

4-1 豊橋市移動販売の概要 

「豊橋市食品営業許可台帳に営業施設が（自動車）と

して登録している営業者（63 営業者）」及び「愛知県食

品営業許可台帳に営業施設が（自動車）として登録して

いる、かつ営業所在地が豊橋市である営業者（3 営業

車）」の合計 66 事業者である。飲食店営業が 85％であ

り、豊橋市では、非日常型の移動販売が多い。 

4-2 コロナ禍の営業変化 

 出店場所では、全ての市町村で減少している。また、

出店場所別にみると、多くの場所で減少しているが、ス

ーパー等では増加している。営業車ごとでは、出店場所

を減少させている営業車が 7 台だが、新たな場所に変更

する営業車も見られた。販売形態では、非日常型の出店

が減少しており、出店場所を変えての営業も多数見られ

た。日常型の移動販売では、需要の増加、売上の増加や

販売商品の増加があった。 

4-3 コロナ対応 

 「対策をしたかったができなかった（3）」と答える事

業者がいた。「キャッシュレス決済への対応（4）」「接触

確認アプリのインストール（1）」「販売者間の距離の確

保（0）」や「おつり不要になる金額の設定（0）」は対応

している事業者が少ない。行政、経済団体、イベント運

営者に対して求めるサポートとしては、「感染症対策の

ための補助金（7）」と「出店可能場所の情報提供（6）」

との回答が多くなっている。 

5.軽トラ市の実態調査結果 

5-1 コロナ対応の軽トラ市 

 「軽トラ市」とは、軽トラックの荷台を店舗に見立て

た市である。コロナ禍では、コロナ対応型のコンパクト

な軽トラ市「のんほい軽トラらんど」として、出店台

数・来場者数等の規模を減少、場所の変更、出店者への

コロナ対策の呼びかけ等を行い、開催された。 

5-2 コロナ禍での出店変化 

 三遠南信地域連携研究センターが 2020 年 11 月に実施

したアンケート調査を分析した。複数の事業者が参加す

るイベントは開催自体が減少していることから、出店場

所が減少している。コロナ禍では、売上増加が 4％、減

少が 96％である。5 割減少が最も多く、10 割減少も 8％

みられる。 

5-3 コロナ対応 

 運営側が出店者に求めるコロナ対策のうち困難なもの

は「お客様との接触を極力減らす工夫（キャッシュレス

決済対応など）（37％）」「お客様との間へのビニールの

シールドなどの設置（17％）」等、主にインターネット

を利用するものや、店のレイアウトを大きく変更するも

のが多い。しかし、困難と答える割合が一番高い対策で

も対応可能が 6 割以上、そのほかのものについては 8 割

以上であるため、感染症対策と移動販売の実施はともに

実現可能である。 

6.総括   

感染症対策を行いながらの移動販売の可能性は高く、

移動販売はコロナ前にも増して買い物需要を満たし、社

会的なつながりを作る為の有効な手段である。行政に対

しては補助金だけではなく、出店場所に関する情報提

供、感染症対策を取りながらの移動販売イベントを行う

ためのマニュアル作成、講習会の実施を提案する。ま

た、営業者同士の情報交換の場を作ることでさらなる移

動販売の発展につながることが考えられる。 
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リニア中央新幹線岐阜県駅開発の地域影響分析 ～地域計画に着目して～ 

愛知大学 地域政策学部 地域政策学科 まちづくりコース４年 戸田ゼミナール 後藤真輝 

１．はじめに 

建設中のリニア中央新幹線は岐阜県中津川市に

リニア岐阜県駅が設置されることになっている。 

本研究では文献調査から岐阜県駅が地域にどの

ような影響を創出するか、各自治体や団体によっ

て認識にどのような差があるか明らかにする。 

また、実態調査からリニア時代に向けた意識、

計画の有無、そして計画の実行段階について明ら

かにする。 

２．リニア中央新幹線の概要 

 国は中央新幹線の意義について 3 大都市圏の高

速輸送や災害に備えたバイパスの役割が主として

おり、中間駅については付帯意見で駅アクセス圏

の拡大や交通結節性の強化が重要とされた。 

 品川～名古屋の開業は 2027 年の計画であった

が静岡県内の水問題の影響で現在は開業時期が未

定となっている。 

３．岐阜県駅および駅周辺における施設 

 リニア岐阜県駅は JR 中央本線の美乃坂本駅に

隣接して設置される計画である。岐阜県駅を高度

なトランジットハブとして機能させるため、駅周

辺は立地規制がなされ、駐車場空間の確保や高規

格道路とのアクセス道路整備も計画されている。 

４．岐阜県駅開業がもたらす影響 

 岐阜県では 2014 年に『岐阜県リニア中央新幹線

活用戦略』を策定し、開業効果波及が期待される

として「観光振興・まちづくり」「産業振興」「基盤

整備」の 3 分野において地域づくりの方向性を検

討し、それぞれの活用戦略と実現するために重点

的に展開する施策がまとめられた。 

 駅が設置される中津川市では 2013 年に『中津川

市リニアのまちづくりビジョン』を策定した。こ

のビジョンでは、市内 15 地区全てで特性を踏まえ

て取り組み方針がまとめられた。各地区がリニア

開業と地域づくりの関係を考え、住民の意識や気

運を高める良いきっかけとなったと考えられる。 

５．リニア時代に向けた取り組みの実態調査 

岐阜県内の団体（42 市町村・観光協会・経済団

体）を対象とし、リニア時代に向けた取り組みの

現状や意識についてのオンラインアンケート調査

を行なった。計 114 通をメール送信し、回答数は

65 件、回答率は 57.0％。 

 リニア開業で影響が出ると回答した団体は各地

域で見られたが、駅開業効果は駅から遠い地域ほ

ど期待しないという傾向が見られた。 

リニア開業効果を岐阜県駅と名古屋駅のどちら

に期待するか問うと後者が半数を占め、前者は東

濃地域に集中した。 

また、県の活用戦略の認知度は約 6 割に留まっ

ており、リニア時代を見据えた取り組みの進捗状

況について、何らかの動きがあり団体は全体の

12.5％であった。 

静岡県内の水問題でリニア開業が遅れているこ

とについて、影響が全くないと回答した団体は

50.0％、あまりないが 25.0％、多少影響が出てい

る団体は全体の 3.1％であった。 

 自由記述で頂いた意見には広域観光ルートの設

定など、他団体との連携が必要だというものが複

数あった。 

６．総括 

県の活用戦略はリニア岐阜県駅の効果波及範囲

を広げる施策が大半だが、県内には名古屋の駅勢

圏も広く、岐阜県駅と名古屋駅の各駅についての

戦略が必要である。 

岐阜県には観光資源の多さなど、地域ごとに特

性が異なる。駅から遠い地域でもリニア時代に向

けて意識を高めるには、中津川市ビジョンのよう

に地区ごとの細かい計画が必要である。 

 複数団体の連携のためには、県が主導で体制を

構築することが必要と考える。団体ごとに役割の

棲み分けがなされれば、ひとつのチームとしてリ

ニア時代に効率的に向かえるのではないだろうか。 
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大規模太陽光発電所システムにおける 

長期性能劣化評価方法の検討 

～豊橋市内発電所を対象にした検討～ 
豊橋創造大学大学院 経営情報学研究科 2年 

小林あゆみ 

 

１．はじめに 

持続可能な社会の構築に向けて、再生可能エネル

ギーのさらなる普及拡大が求められている。中でも

太陽光発電は日本においても導入が拡大し、事業化

も進められてきた。太陽光発電事業において経済性

を確保するためには、長期間安定した発電量を確保

する必要がある。そのためには、故障や性能劣化の

早期発見が重要である。本研究では大規模発電所を

対象に簡易的な故性能劣化評価法として、系列間の

出力関係の経年変化に基づく性能劣化評価法や変換

効率の経年変化に基づく性能劣化評価法を検討する。

なお、変換効率の算定には傾斜面日射量の計算精度

が影響を与えるため、これまで提案されてきた傾斜

面日射量推定モデルを用いて評価を行い、その日射

推定モデルについては推定精度の改良を試みる。 
 
２．研究方法 

本研究では神野新田町に設置された豊橋市所有の

「とよはしE-じゃん発電所」（出力：400 kW、20 kW
×20系列）を対象とした。太陽光発電システムの性

能は、発電量（出力）の多さで評価できるが、発電

量は気象条件など様々な要因により変化するため、

単純な発電量の比較では故障や性能劣化等の有無は

判断できない。また、同じ定格出力の太陽電池パネ

ルであっても、その発電量にはバラツキが存在する。

しかし、設置状況や設置条件が同じであればその発

電量の発電量比は年によらず同じように推移してい

くと考えられる。そこで、基準とする系列と他の系

列間の出力関係の経年変化に基づく性能劣化評価法

について、まず検討する。 
次に、月ごとに変換効率を求め、その経年変化に

基づく性能劣化評価法について検討する。変換効率

の計算では太陽電池パネルへの入射日射量が重要で

あるが、発電所では水平面全天日射量を計測してい

る場合が多く、この値から傾斜面全天日射量を求め

る必要がある。傾斜面全天日射量の推定モデルとし

て多くのモデルが提案されてきたが、そのモデルの

推定精度の改善についても検討を行う。 
 
３．研究結果 

3.1 系列間の出力関係の経年変化に基づく評価法 
まず、各系列の月発電量から各月の中央値を求め、

各系列の発電量のバラツキの程度を調べた。その結

果、多くの系列が中央値から±1.0%の範囲に収まっ

ているが、毎年特定の時期に出力が低下している系

列や全体的に出力が低い系列が見られた。次に月発

電量が中央値付近で推移している系列 16 を基準系

列として、他の系列の日発電量との比の経年変化を

求めた。その結果、各月の運転開始初年度と 2020
年の出力比の変化率は多くの系列ではほぼ±0.6 %
の範囲内に収まっているため、現時点では多くの系

列では著しい性能劣化は生じていないと考えられる。

なお、一部の月において発電所周辺に設置されたフ

ェンスに生えた植物の影による出力低下によって、

出力比の変化率の大きな減少が見られた。 
3.2 変換効率の経年変化に基づく評価法 
まず、傾斜面全天日射量推定モデル（Reindl モデ

ル、Erbsモデル、METPV-11）(1)~(3)の傾斜面全天日射

量の推定精度を、とよはしE-じゃん発電所で計測さ

れた水平面全天日射量と近隣の中学校で計測された

傾斜面全天日射量データを用いて検討した。その結

果、METPV-11 推定値は冬季に他の 2 つのモデルよ

りも推定値が低くなる傾向にあった。この点を改良

するために推定精度に影響を与えている可能性のあ

る要因を検討し改良を加えた結果、推定精度の改善

が見られた。次に、各モデルの推定値ととよはしE-
じゃん発電所の発電量から変換効率を求め、日射量

との関係から近似式（一次式）を作成した。その y
切片から各年の変換効率を求めた結果、どのモデル

においても多くの月で年による変動はあるものの著

しい低下傾向は見られなかった。そのため、現時点

では著しいシステムの性能劣化は生じていないと考

えられる。 
 
４．まとめ 

今回の評価では、現時点では著しいシステムの長

期的な性能劣化は生じていないと考えられる。しか

しながら、今後、変換効率の経年変化に基づく性能

劣化評価の精度を改善するために、傾斜面日射推定

モデルのさらなる精度向上が必要である。 
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(2) 新太陽エネルギー利用ハンドブック編集委員会 編, 

「新太陽エネルギーハンドブック」, 日本太陽エネ

ルギー学会, 2015-10 
(3) NEDO 新エネルギー部 太陽光発電グループ, 一

般財団法人 日本気象協会 : 「NEDO 標準気象デー

タベースの解説書」, 2015-12 
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地場産業のブランディング ―豊橋筆プロモーション・プロジェクトの活動― 

豊橋創造大学 経営学部3年 新海雄大・近藤利哉（原木ゼミナール） 

 

１．プロジェクトの背景と目的 

 豊橋筆は愛知県豊橋市で生産されてい

る筆で高級筆のカテゴリーでは、70％以

上のシェアを獲得できているのにもかか

わらず、その認知度は低くブランド力が

あるとは言い難い。 

 更に、プロジェクトの連携先である工

房は注文のほとんどを問屋に依存おり

年々、売上が減少していることが課題と

なっている。 

そこで本報告は、豊橋筆の認知度を向

上させ、ブランド化を図る豊橋筆プロモ

ーション・プロジェクトの活動から得ら

れた知見を共有することを目的とする。 

 

２．調査内容 

 本プロジェクトの全体像は、表1の通り

である。まず、連携先の課題を抽出する

ために第１回インタビュー調査を行った。

そして、抽出した課題をもとにプロジェ

クトデザインを策定し、SNSを用いた情報

発信に注力することに決定した。第２回

インタビュー調査では工房見学をし、実

際に豊橋筆の作業工程を学び、豊橋筆の

品質理解を行った。それと同時にプロジ

ェクト活動に必要なコンテンツ集めを行

った。その中でオンラインショップの売

上向上を狙い、Webページのリニューアル

を考えていることが分かった。第３回イ

ンタビュー調査ではWebサイトのリニュー

アルの提案や活動報告を行った後、本プ

ロジェクトの成果を調べた。 

 

３．地域研究への示唆 

 豊橋筆プロモーションプロジェクトの

活動から地場産業及び伝統工芸品は現在、

問屋からの注文に依存している傾向があ

ることが分かった。しかし、問屋依存の

状態が続いてしまうと販売経路が限られ

てしまうため安定した収益をあげること

ができず、結果的に地場産業が衰退して

しまう可能性があると考えられる。 こ

の状況を打開するためには、工房や職人

が自らオンライン販売等の販売経路を開

拓し収益の柱を作ることが必要であると

いえる。 

 SNSを用いた情報発信では、豊橋筆が顧

客に認知され連携先のWebサイトに150回

程度（2021年1月8日現在）誘導できたこ

とから集客に繋がったと言える。更に、

製品の売上傾向に変化をもたらすことも

できる上に運用が手軽であったため参入

の敷居が低いと感じた。 

 

参考文献 

須田敏子(2019)『マネジメント研究への

招待―研究方法の種類と選択』中央

経済社。 
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ハンドトラッキングと衝突体感デバイスを用いた 

家具の配置変更が可能なVR地震体験システム 

愛知工科大学 工学部 情報メディア学科4年 平川俊貴 

 

あらまし 

 地震による発生時には家具転倒による負傷・死亡する被害が頻発している．被害を防ぐためには日頃から地震に対する

危機意識を向上させ，家具の適切な配置と固定が重要である．本研究では，VR技術にハンドトラッキングと衝突体感デ

バイスを組み合わせた新たな地震体験システムを開発した．手指の動きを精密に把握できるハンドトラッキング機能を活

用し，体験者自身の手の動きによりバーチャル空間内の家具の配置を自由に変更できる．また，スタンドアロン型ヘッド

マウンティッドディスプレイの利用によりバーチャル空間内を自由に動き回ることが可能になり，没入感が大幅に向上し

た．さらに，バーチャル空間内の家具が頭部に衝突した時，Oculus Quest内のアプリと連動して頭部に衝突する感覚を

提示する衝突体感デバイスを新規開発し実装した．360度動画と比較した評価実験の結果，本システムの有用性が示唆さ

れた．衝突体感デバイスの有無を比較した評価実験の結果，地震に対する危機意識を高める点と地震に対して家具の適切

な配置と固定を実施する点において，衝突体感デバイスの有用性が示された． 

 

1．はじめに 

 日本建築学会「阪神淡路大震災 住宅内部被害調査報

告書」[1]の「内部被害による怪我の原因」において

「家具の転倒落下」が46%を占めている．被害を防ぐ

ためには日頃から地震に対する危機意識を向上させ家具

の配置の徹底が重要である．本研究では，VR技術にハ

ンドトラッキングと衝突体感デバイスを組み合わせた地

震体験システム（以下：本システム）を開発した．ま

た，バーチャル空間内の家具が頭部に衝突した際，

Oculus Quest内のアプリと連動して頭部に衝突する感

覚を提示する衝突体感デバイスを新規に開発した． 

2．システムの概要 

2.1 VR地震体験システム 

ハンドトラッキング機能により，体験者の手をカメラ

で把握し，VR 空間内の手指モデルと連動させる．右手

でVR空間内の家具を掴み，左手の親指と人差し指をつ

まむと，体験者の視点の前方に移動できる．図1に，VR

地震体験システムの全体像を示す． 

 

図 1 VR地震体験システムの全体像 

2.2 衝突体感デバイス 

 衝突体感デバイスは，Oculus Quest後方に衝突体感デ

バイスを装着する．VR 空間内の衝突判定と連動して左

右それぞれのサーボモータが衝突した方向のみ回転する． 

3．評価実験 

 評価実験として，実験1『「360度動画（3DoF）」と「VR

地震体験システム（6DoF）衝突体感デバイス有り」の比

較実験』と，実験2『VR地震体験システムにおける衝突

体感デバイスの有無の比較実験』を行った． 

4．実験の結果 

4.1 「360度動画（3DoF）」と「VR地震体験システム

（6DoF）衝突体感デバイス有り」の比較実験 

 Q2の質問項目において「360度動画（3DoF）」と比較

して「VR地震体験システム（6DoF）衝突体感デバイス

有り」の方が高評価であることが統計的に有意であるこ

とが示唆された．図2に，実験１のアンケート結果を示

す． 

 

図 2 実験１のアンケート結果 

4.2 VR 地震体験システムにおける衝突体感デバイス

の有無の比較実験 

 Q1，Q2 の質問項目において「VR 地震体験システム

（衝突体感デバイス無し）」と比較して「VR地震体験シ

ステム（衝突体感デバイス有り）」の方が高評価であるこ

とが統計的に有意であることが示された．図3に，実験

2のアンケート結果を示す． 

 

図 3 実験２のアンケート結果 

5．今後の展望 

今後の課題として，ハンドトラッキング機能の操作性

を向上させる必要がある． また，衝突体感デバイスは怪

我を発生させないよう衝突を弱くしたので，衝突を強く

設定して家具と衝突した感覚をより強くする必要がある． 

参考文献 

[1] 日本建築学会：阪神淡路大震災 住宅内部被害調査

報告書，1996.9. 
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拡張現実を利用した観光支援アプリケーションの機能検討 

 

 

愛知工科大学 工学部 情報メディア学科 ４年 斉藤ヒデキ 

指導教員 愛知工科大学工学部 助教 加藤央昌 1) 

1)郵便番号443-0047 愛知県蒲郡市西迫町馬乗50-2，kato-hiroaki@aut.ac.jp 

 

 Abstract：本稿では，拡張現実の強みである「現実にはその場にないものを映しだせる」を利用した観光支援アプリケー

ションの機能を検討した．具体的には，位置情報と拡張現実を連携し，位置情報に応じてモノを映しだす機能の検討を行

った．また，検討した機能は，実験を通して動作確認を行った．これにより，拡張現実によって映しだすモノを，観光スポ

ットを象徴する建造物や風景などにすることで，観光スポットに足を運ぶことによって得られる観光の醍醐味を満喫する

手段の一つとして選択肢を増やすことが可能であると考える．加えて，ご当地観光の活性化の一助になると考える． 

 

1. はじめに 

 本研究では，ご当地ごとに存在する観光スポットの認

知度・知名度の向上を目的とした，スマートフォン上で

動作する観光支援アプリケーションの開発を目指す．近

年，スマートフォンが急速に普及し，スマートフォンの

保有率は約８割になった[1]．それに加えスマートフォ

ンには複数のセンサーが標準搭載となってきている．近

年では拡張現実（以下，AR）による体験を用いた観光

ARアプリケーションも多数出されている．しかし，こ

れらのアプリケーションで使用されるAR体験の大半は

道案内や現存する建造物の概要表示である．本稿では，

位置情報とAR 機能を連携することで観光行動の選択

肢を増やすことができると考え，ARを活用した観光支

援アプリケーションの機能として，位置情報に応じて

「現実にはその場にないものを映しだせる」というAR

機能の連携を行い検討する．  

2. 検討した機能と実現方法 

本章では，観光支援アプリケーションの機能として検

討する，位置情報に応じてモノを映しだす AR 機能の連

携のために必要な機能を抽出し，その実現方法について

述べる． 

2.1 機能の抽出 

ARを活用した機能である位置情報とAR機能の連携

に必要となる機能を抽出する．抽出した機能は，以下の

通りである． 

⚫ 「現実にはその場にないものを映しだす」ため

のAR機能 

⚫ 位置情報と連携したモデル表示のためのGPS

情報の取得 

⚫ 観光における位置情報のためのマップ表示機能 

⚫ 多角的なモデルの観察のための，拡大・縮小，

回転，平行移動などの機能 

 なお，本稿では，使用する地図情報に関しては検討

中であるため，マップの表示機能は実装しない． 

2.2 実現方法 

 2.1節で抽出した機能の実装は，Unity Technologies社

が提供するゲーム開発プラットフォームであるUnityを

用いて行い，使用言語には C#言語を用いる．以下，2.1

節で抽出した機能の実装について述べる． 

AR機能は，Google社が開発したARアプリケーショ

ンを構築できるソフトウェア開発キットである ARCore

を用いた．また，モデルの表示には，ARCore が提供す

る機能であるPawnManipulator.csを使用した．位置情

報の取得には，Unityが提供する機能のLocationService

を利用した．位置情報とAR機能の連携には，位置情報 

  

(a) 愛知工科大学付近 (b) 蒲郡駅付近 

図１ 異なる位置情報によるモデルの表示 

による条件判定を行い，位置情報に応じたモデルの表示

を行うように実装した．モデルの拡大・縮小，回転，平

行移動には，ARCoreの機能のObject Manipulationを

利用した． 

3. 実験 

 位置情報とAR機能の連携として，位置情報に応じて

異なるモデルを表示する機能の動作実験を行った．実験

場所は蒲郡駅付近と愛知工科大学付近であり，それぞれ

に異なるモデルを用意した．図1に実験結果を示す．図

1(a)は愛知工科大学付近，図 1(b)は蒲郡駅付近で表示さ

れたモデルが示されている．それぞれの場所で異なるモ

デルが表示されていることがわかる．この結果から，位

置情報とモデル表示の連携が可能であり，観光支援アプ

リケーションの機能として実装する場合は，観光スポッ

トを象徴する建造物や風景などのモデルを使用すること

で，位置情報に応じたモデルの表示が可能であることが

確認できた． 

4. おわりに 

 本稿では，AR を活用した機能の検討を行った．具体

的には，観光スポットに足を運ぶことでARによるモデ

ル表示を可能とする位置情報とモデル表示の連携機能を

検討した．実験結果より，観光スポットに足を運ぶこと

でARによって得られる観光を楽しむ手段としての選択

肢を増やすことに貢献できると考える． 

参考文献 

[1] 総務省：“令和元年度情報通信白書”，第２部第３章

第２節， 

tepaper/ja/r01/pdf/n3200000.pdf 

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whi

tepaper/ja/r01/pdf/n3200000.pdf 
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